
 

ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＬＡＣＥ オフィス構築サービスに関する利用規約 

 

第１章 総則 

（規約の適用） 

第１条 当社は、このＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス PHONE APPLI 

PLACE 機能のオフィス構築サービスに関する規約を定め、これにより、ＰＨＯＮＥ ＡＰ

ＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス PHONE APPLI PLACE 機能と接続可能な当社が指定す

るハードウェア等（第４条に規定するものとします。以下「本機器」といいます。）に関

するオフィス構築サービスの提供を行います。オフィス構築サービスの提供について、

本規約に定めのない事項は、当社の定めるＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサー

ビス利用規約に従うものとします。 

（規約の変更） 

第２条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、変更後の規約の内

容及び効力発生時期を、当社のＷｅｂサイト

（https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）上への掲載その他の適切な方法

により周知します。 

  

（規約の公表） 

第３条 当社は、当社のＷｅｂサイト

(https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）において、この規約を公表しま

す。 

（用語の定義） 

第４条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の
電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ
と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す
ること 

３ ＰＨＯＮＥ ＡＰＰ
ＬＩ ＰＥＯＰＬＥサ
ービス 

ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス
利用規約で規定するＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ Ｐ
ＥＯＰＬＥサービス。株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐ
ｐｌｉによる卸電気通信役務を利用して、当社が
提供するＷＥＢ電話帳、名刺管理機能、発着信履
管理、Microsoft 365を利用したシングルサインオ
ン及びスケジュール連携を行うことができるサー
ビス並びにそれにかかわるサービスのこと 

４ ＰＨＯＮＥ ＡＰＰ
ＬＩ ＰＥＯＰＬＥサ

当社からＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥ
サービスの提供を受けるための契約 



ービス契約 

５ ＰＨＯＮＥ ＡＰＰ
ＬＩ ＰＥＯＰＬＥサ
ービス契約者 

当社とＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサ
ービス契約を締結している者 

６ ＰＨＯＮＥ ＡＰＰ
ＬＩ ＰＬＡＣＥ機能 

ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス利用規

約で規定するＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＬＡＣＥ機

能。株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉが提供する機器を

用いて、登録されたフロアマップ当該箇所へ位置情報の

表示を行う機能 

７ オフィス構築サービ
ス 

本機器の販売、本機器の設置若しくは移転又はそ
の他の変更に係る工事及び保守サービス 

８ オフィス構築サービ
ス契約 

当社からオフィス構築サービスの提供を受けるた
めの契約 

９ オフィス構築サービ
ス契約者 

当社とオフィス構築サービス契約を締結している
者 

10 保守サービス 本機器に関する保守を実施するサービス 

11 ハードウェア ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＬＡＣＥ機能を利用
するために必要な端末設備 

12 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設
備であって１の部分の設置の場所が他の部分の設
置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含
みます。）又は同一の建物内であるもの 

13 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関す
る法令の規定に基づき課税される消費税の額並び
に地方税法（昭和25年法律第226号）及び同法に関
する法令の規定に基づき課税される地方消費税の
額 

14 料金月 １の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦
月の一定の日をいいます。以下「起算日」といい
ます。）から次の暦月の起算日の前日までの間 

 

（提供地域及び提供範囲） 

第５条 当社がオフィス構築サービスの提供を行う地域は、日本国内とします。 

２ オフィス構築サービス契約者は、理由の如何を問わず、日本国外にてオフィス構築サ

ービスの提供を受けることはできません。 

 

第２章 契約 

（契約の単位） 

第６条 当社は、ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＬＡＣＥ機能をご利用のＰＨＯＮＥ ＡＰ

ＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス契約者にのみオフィス構築サービスを提供します。 

２ 当社は、１の本機器につき１のオフィス構築サービス契約を締結します。 



（オフィス構築サービス契約申込みの方法） 

第７条 オフィス構築サービスの契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により

オフィス構築サービスの申込みを行っていただきます。 

（オフィス構築サービス契約申込みの承諾） 

第８条 当社は、オフィス構築サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に

従って承諾します。 

２ 当社は次の各号に該当する場合には、オフィス構築サービス契約の申込みを承諾しな

いことがあります。 

(1) オフィス構築サービスの提供が技術的に困難と思われるとき  

(2) 申込みをした者が第７条（オフィス構築サービス契約申込みの方法）の契約申込

みにおいて虚偽の事実を記載したとき 

(3) 申込みをした者が、過去、本規約他当社のサービスにおいて、当社の約款及び利

用規約の規定に違反したことがあるとき 

(4) 保守サービスに係るオフィス構築サービス契約の申込みについて、その保守サー

ビスの提供を開始する日が、その本機器に関する設置の工事の日に合致しないと

き 

(5) その他、当社のオフィス構築サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき 

３ 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込みをした者に対しその旨を通知しま 

す。 

（契約の成立） 

第９条 オフィス構築サービス契約は、当社がその契約申込みを承諾することにより成立 

 するものとします。 

（オフィス構築サービス契約者が行うオフィス構築サービス契約の解除） 

第９条の２ オフィス構築サービス契約者は、オフィス構築サービス契約を解除しようと

するときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により通知していただきます。 

  ただし、オフィス構築サービス契約のうち、本機器の販売に係る部分については、解

除することができません。 

（権利義務の譲渡等） 

第 10 条 当社は、オフィス構築サービス利用権（オフィス構築サービス契約者がオフィス

構築サービス契約者に基づいてオフィス構築サービスの提供を受ける権利をいいます。

以下同じとします。）の譲渡の承認を求められたときは、当社のＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ 

ＰＥＯＰＬＥサービス利用規約 第 10 条（ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサー

ビス契約に基づく権利の譲渡）第３項に規定する場合を除いて、これを承認します。   

 

第３章 本機器 

（本機器の設置） 

第 11 条 当社は、オフィス構築サービス契約者から請求があったときは、当社が第４章（保



守）に定める保守サービスの提供を行うことを条件として、本機器の設置若しくは移転

又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、契約者は、第 16 条（販売に関する

代金、料金及び工事に関する費用）に規定する工事費の支払いを要します。 

２ 本機器を設置するために必要な場所は、オフィス構築サービス契約者に提供していた

だきます。 

３ 本機器に必要な電気は、オフィス構築サービス契約者から提供していただきます。  

４ １から３に規定するほか、本機器に係るその他の提供条件については、料金表に定め

るところによります。 

（本機器の納入及び引渡し等） 

第 12 条 当社は、本機器（設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事を含みます。）

について当社の費用と責任でオフィス構築サービス契約者の指定する場所に送付又は納

入するものとします。 

２ 本機器（設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事を含みます。以下この項にお

いて同じとします。）の引渡しは、当社がオフィス構築サービス契約者が本機器を受取っ

たことを確認したことにより完了するものとします。 

３ 本機器の所有権は、オフィス構築サービス契約者による本機器の販売及び本機器の設

置に係る工事に関する料金その他の債務（この規約の規定により、支払いを要すること

となったオフィス構築サービスの料金、工事に関する費用、又は割増金等の料金以外の

債務をいいます。以下同じとします。）の支払いの完了をもって当社からオフィス構築サ

ービス契約者に移るものとします。 

（修理等） 

第 13 条 オフィス構築サービス契約者は、故障等による本機器の修理又は復旧については、

当社に請求するものとします。かかる請求があった場合、当社は第 4 章に従い保守サー

ビスを提供します。 

 

  第４章 保守 

（保守サービスの提供） 

第 14 条 当社は、料金表に定めるところにより、オフィス構築サービス契約者（当社が本

機器に関する設置の工事を実施したオフィス構築サービス契約に係る者に限ります。以

下この第４章において同じとします。）に対し、保守サービスを提供します。この場合、

オフィス構築サービス契約者は、第 16 条（販売に関する代金、料金及び工事に関する費

用）に規定する保守サービスに関する料金の支払を要します。 

（保守サービスの期間） 

第 15 条 保守サービスを提供する期間は保守サービスの提供を開始した日から起算して 1

年とし、保守期間満了の日の翌日を含む料金月の前々月の末日までに当社又は契約者の

いずれからも異議がないときは、更に保守期間満了の日の翌日から 1 年間自動的に継続

するものとし、以降も同様とします。 



２ オフィス構築サービス契約が前項に定める保守期間内にオフィス構築サービス契約者

の都合またはオフィス構築サービス契約者の責に帰すべき事由により解約される場合で

あっても、当社は、保守サービスに関する料金を返金しません。 

 

  第５章 料金等 

（販売に関する代金、料金及び工事に関する費用） 

第 16 条 当社が販売する本機器の代金及び工事に関する費用は、料金表第１表に定めると

ころによります。 

２ 当社が提供する保守サービスに関する料金は、料金表第２表に定めるところによりま

す。 

 

  第６章 損害賠償 

（責任の制限） 

第 17 条 本機器の販売（設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事及び保守サービス 

を含みます。）に際し、当社の責めに帰すべき事由により、当社がオフィス構築サービス

契約者に損害を与えた場合は、オフィス構築サービス契約者は、当社に対し本機器の販売

に関する料金その他の債務の額（設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事又は保守

サービスの場合はその額）を限度として、オフィス構築サービス契約者に現実に生じた通

常かつ直接の損害の賠償を請求することができるものとします。 

２ オフィス構築サービス契約者が本機器に関する瑕疵もしくは数量不足等を発見した場

合であって、オフィス構築サービス契約者が本機器の引渡しを受けた後 1 週間以内にオ

フィス構築サービス契約者からの通知が当社に到達しなかった場合は、本機器は瑕疵及

び不足なくオフィス構築サービス契約者に引渡されたものとみなし、当社は以降の責任

を負わないものとします。 

３ オフィス構築サービス契約者の責めに帰すべき場合を除き、本機器の設置若しくは移

転又はその他の変更に係る工事に瑕疵が発見されたときは、オフィス構築サービス契約

者がその旨を当社に申し出ることにより、当社は補修の義務を負うものとし、その担保

期間は、工事の日から起算して 1 年間とします。ただし、当該瑕疵が原因で生じたオフ

ィス構築サービス契約者の損害についての当社の責任は、上記補修を除き免責されるも

のとします。 

 

  第７章 雑則 

第 18 条 （禁止行為） 

 オフィス構築サービス契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本機器を転貸又は売却して第三者に利用させること。ただし、電気通信事業法事業法

（昭和 59 年法律第 86 号）第 29 条に定める卸電気通信役務を行う者はこの限りであり

ません。 



(2) 本機器に添付されているプログラムの全部及び一部の解析、改造、複製、改変、第 

三者への売却、譲渡又はその他プログラムに関する著作権等を侵害する行為 

(3) 本機器の一部又は全部を、直接又は間接を問わず、単体若しくはシステムの一部とし

て、原子力関連装置の直接制御、航空管制若しくは大量輸送機関での管制、生命維持

装置、武装及び武器製造関連等を含む高度な安全性や信頼性を必要とする用途のため

に利用する行為 



料金表 

 

通則 

（端数処理） 

１ 当社は、料金その他の債務の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り捨てます。 

（料金等の支払い） 

２ オフィス構築サービス契約者は、料金その他の債務について、当社が定める期日まで

に、当社が指定するＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス取扱所又は金融機

関等において支払っていただきます。 

３ 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（消費税相当額の加算） 

４ ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービス利用規約 第 19 条（利用料金の支払

義務）の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金その他の債務の支払いを

要するものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価格（消費税相当額を加算

しない額とします。以下同じとします。）に基づき計算された額とします。）に消費税相

当額を加算した額とします。 

上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額（税込

価格（消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。））の合計と異なる場合

があります。 

（注）この料金表に規定する料金その他の債務（法令の規定により消費税相当額が課され

ないものを除きます。）は、税抜価格とし、かっこ内の料金額は、税込価格を表示しま

す。この規約において料金表以外についても同様とします。 

（料金等の臨時減免） 

５ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわ

らず、臨時に、料金その他の債務を減免することがあります。 

（注）当社は料金等の減免を行ったときは、関係のＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬ

Ｅサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 



 

第１表 販売に関する代金及び工事に関する費用 

1 適用 

区  分 内         容 

(1) 本機器の販売

に関する代金の適

用 

当社は、本機器の販売に関する代金を適用するにあたって、次表

のとおり本機器の区分を定めます。 

 

機器種別 区分 

PHONE APPLI PLACE

機能機器 

タグ情報及び受信機情報を取得、

送信する機器 

タグ情報受信機 

受信機専用タグ 

スイッチングハブ 8 ポートモデル 

16 ポートモデル 

24 ポートモデル 

ルーター ミッドレンジモデル(Y)Type1 

アクセサリ(ラックマ

ウントキット) 

A-L サイズモデル 

A-M サイズモデル 

A-S サイズモデル 

Y-M サイズモデル 

アクセサリ（マグネッ

ト） 

A-L サイズモデル 

A-M サイズモデル 
 

 

 

２ 販売に関する代金及び工事費の額 

２－１ 本機器の販売に関する代金 

機器種別 区 分 単 位 料 金 額 

PHONE APPLI 

PLACE 機能機

器 

タグ情報及び受信機情報

を取得、送信する機器 
1 台ごと

に 

198,300 円 

（218,130 円） 

タグ情報受信機 
1 台ごと

に 

45,200 円 

（49,720 円） 

受信機専用タグ 
1 台ごと

に 

10,100 円 

（11,110 円） 



スイッチング

ハブ 

8 ポートモデル 1 台ごと

に 

14,900 円 

（16,390 円） 

16 ポートモデル 1 台ごと

に 

34,900 円 

（38,390 円） 

24 ポートモデル 1 台ごと

に 

45,900 円 

（50,490 円） 

ルーター ミ ッ ド レ ン ジ モ デ ル

(Y)Type1 

1 台ごと

に 

75,000 円 

（82,500 円） 

アクセサリ（ラ

ックマウント

キット） 

A-L サイズモデル 1 セット

ごとに 

5,500 円 

(6,050 円) 

A-M サイズモデル 1 セット

ごとに 

9,500 円 

(10,450 円) 

A-S サイズモデル 1 セット

ごとに 

9,500 円 

(10,450 円) 

Y-M サイズモデル 1 セット

ごとに 

18,900 円 

(20,790 円) 

アクセサリ（マ

グネット） 

A-L サイズモデル 1 セット

ごとに 

3,000 円 

(3,300 円) 

A-M サイズモデル 1 セット

ごとに 

2,300 円 

(2,530 円) 

備考 

１ ルーターに関する提供条件は次のとおりとします。 

オフィス構築サービス契約者の使用環境や回線の混雑状況、周辺の電波発出機器の状況

により大幅な品質低下が発生する場合があります。 

 

２－２ 工事に関する費用 

区  分 単  位 料 金 額 

本機器の設置若しくは移転又はその

他の変更に関する工事に関する費用 

１の工事ごとに 別に算定する実

費 

備考 

(1) 本機器に関する設定を行う内容は、オフィス構築サービス契約者が指定するもの

（当社が承諾した場合に限ります。）とします。 

 

 

第２表 保守に関する料金 

 １ 適用 



区  分 内         容 

(1) 保守サービス

に関する料金の適

用 

当社は、本機器の保守サービスに関する料金を適用するにあたっ

て、次表のとおり本機器の保守サービスの区別を定めます。 

この場合において、保守期間内での保守区別の変更はできません。 

 

 区  別 内   容  

 センドバック その本機器の修理又は復旧について当社

の係員を派遣しないものであって、ＰＨＯ

ＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬＥサービ

ス取扱所の営業時間外にその本機器の修

理の請求を受け付けた場合に、その受け付

けた時刻以後の直近の営業時間において

その修理又は復旧の手配を行うもの 

 

 オ ン サ イ ト

（PHONE APPLI 

PLACE 機能機器

を除きます。） 

その本機器の修理の請求を受け付けた場

合、ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ ＰＥＯＰＬ

Ｅサービス取扱所の営業時間にかかわら

ずその修理又は復旧を行うもの 

 

 備考  

１ 「営業時間」とは、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）の規定により休

日とされた日並びに１月２日及び１月３日をいいます。）を

除く毎日午前９時から午後５時までの時間をいいます。 

２ 次の各号に規定する原因により生じた故障は、保守サー

ビスの対象外とします。 

 (1) 使用上の誤り又は不当な修理や改造によっ

て生じた故障及び損傷  

(2) 販売後の輸送、移動、落下などによって生じた故障及

び損傷 

(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、煙

害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障及び損

傷 

(4) 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障

及び損傷 

(5) 消耗品の交換 

 

 

 



２ 料金額 

機器種別 区分 単位 
料金額 

センドバック オンサイト 

PHONE 

APPLI 

PLACE機

能機器 

タグ情報及び受信

機情報を取得、送

信する機器 

1台ごとに年額 
27,100 円 

（29,810 円） 
- 

タグ情報受信機 
1台ごとに年額 

6,200 円 

（6,820 円） 
- 

受信機専用タグ 
1台ごとに年額 

1,500 円 

（1,650 円） 
- 

スイッチ
ングハブ 

8ポートモデル 1台ごとに年額 
1,800 円 

（1,980 円） 

6,200 円 

（6,820 円） 

16ポートモデル 1台ごとに年額 
4,100 円 

（4,510 円）  

14,200 円 

（15,620 円）  

24ポートモデル 1台ごとに年額 
5,300 円 

（5,830 円）  

18,900 円 

（20,790 円）  

ルーター 
ミッドレンジ
モデル
(Y)Type1 

1台ごとに年額 
10,500 円 

（11,550 円）  

30,000 円 

（33,000 円）  



附 則（令和４年３月９日 ＡＰＳ１サ第 00890624 号） 

この規約は、令和４年３月 11 日から実施します。 

 

 


